
3 広報まえばし

十
月
一
日
か
ら
、
老
人
保
健
制
度

の
対
象
年
齢
と
、
医
療
を
受
け
る
と

き
の
一
部
負
担
金
が
次
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
。

□
対
象
年
齢
を
変
更

九
月
三
十
日
ま
で
に
七
十
歳
以
上

（
昭
和
七
年
九
月
三
十
日
以
前
生
ま

れ
）
の
人
、
お
よ
び
六
十
五
歳
以
上

で
一
定
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
引
き

続
き
老
人
保
健
医
療
の
対
象
で
す
。

昭
和
七
年
十
月
一
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
は
七
十
五
歳
か
ら
対
象
に
な

り
ま
す
。

□
一
部
負
担
金
額
を
変
更

老
人
保
健
で
医
療
機
関
を
受
診
し

た
と
き
の
本
人
の
一
部
負
担
金
額
は
、

掛
か
っ
た
医
療
費
の
一
割
（
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
人
は
二
割
）
で
す

（
表
３
）。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
限

（
自
己
負
担
限

度
額
）
が
あ
り

ま
す
（
表
２
）。

�
外
来
の
一
部

負
担
金

同
じ
月
内
に

医
療
機
関
の
窓

口
で
支
払
っ
た

一
部
負
担
金
の

う
ち
、
個
人
ご

と
の
限
度
額
を

超
え
た
分
は
、

申
請
で
高
額
医

療
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

�
入
院
の
一
部
負
担
金

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
医
療
機
関
の

窓
口
で
は
、
総
医
療
費
の
一
割
（
ま

た
は
二
割
）
の
う
ち
、
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

□
限
度
額
の
適
用
の
仕
方
（
図
１
）

�
同
じ
月
内
に
支
払
っ
た
外
来
の

自
己
負
担
額
を
個
人
単
位
で
合
計
し

外
来
の
限
度
額
を
適
用
�
さ
ら
に
入

院
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
世
帯
単

位
の
限
度
額
を
適
用
。
そ
れ
ぞ
れ
に

適
用
し
た
限
度
額
を
超
え
た
分
を
、

申
請
で
高
額
医
療
費
と
し
て
支
給
。

□
一
部
負
担
金
減
額
認
定
区
分
の
変

更
住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
の
低
所

得
者
は
、
申
請
で
自
己
負
担
限
度
額

の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
表
２
の
低
所
得
者
�
・
�
）。

現
行
制
度
で
「
入
院
時
一
部
負
担

金
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、

新
し
い
減
額
認
定
証
を
郵
送
し
ま
す
。

□
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
持
っ
て

い
る
人

慢
性
腎
不
全
な
ど
で
「
老
人
保
健

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
を
持
っ
て

い
る
人
は
、
入
院
の
ほ
か
、
外
来
も

自
己
負
担
限
度
額
が
一
万
円
に
な
り

ま
す
。
外
来
で
受
診
す
る
と
き
も
同

受
療
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

□
受
給
者
証
の
更
新

老
人
保
健
法
の
医
療
受
給
者
証（
以

下
「
受
給
者
証
」）に
、
新
た
に
一
部

負
担
金
の
割
合
が
表
記
さ
れ
る
た
め
、

受
給
者
証
の
一
斉
更
新
を
行
い
ま
す
。

九
月
下
旬
に
対
象
者
全
員
に
新
し
い

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
十

月
一
日
以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す

る
と
き
は
新
し
い
受
給
者
証
、
加
入

健
康
保
険
の
保
険
証
、
健
康
手
帳
を

窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

十
月
一
日
以
降
、
古
い
受
給
者
証

は
無
効
に
な
り
ま
す
。
各
自
で
責
任

を
持
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

□
医
療
費
を
大
切
に

お
年
寄
り
の
医
療
費
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
本
人
が
支
払
う
一
部
負

担
金
額
を
差
し
引
い
た
費
用
を
、
公

費
の
ほ
か
、
若
年
の
い
わ
ゆ
る
現
役

世
代
が
、
保
険
料
な
ど
の
一
部
を
出

し
合
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、

こ
の
現
役
世
代
の
負
担
が
大
変
重
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
高
齢

者
も
経
済
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
す

る
こ
と
で
、
世
代
間
の
公
平
を
図
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
切
な
医
療
費
で
す
。
次
の
こ
と

を
心
掛
け
、
健
康
な
毎
日
を
送
り
ま

し
ょ
う
。

�
か
か
り
つ
け
医
師
を
持
ち
、
病

院
巡
り
は
や
め
る
�
定
期
検
診
を
受

け
る
�
栄
養
・
運
動
・
休
養
の
健
康

三
原
則
を
守
る
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
３
へ
。

高
齢
者
も
所
得
な
ど
に
応
じ
て

―
―
―
―
老
人
保
健
―
―
―
―

表３ 老人保健医療の本人一部負担割合の変更
９月30日まで 10月１日から

病院および
定率制の診療所

定額制の診療所
外来
１日850円

１割

入院

１割

外来・入院とも

かかった医療費の１割
（一定以上の所得があ
る人は２割）

すべて
の医療
機関

表２ 自己負担限度額について（国民健康保険および老人保健医療）
一般医療対象者（70歳未満の人）

現行

上位所得者 12万1,800円＋１％
（７万800円） 上位所得者 13万9,800円＋１％

（７万7,700円）

一般 ６万3,600円＋１％
（３万7,200円） 一般 ７万2,300円＋１％

（４万200円）

低所得者
（住民税非課税）

３万5,400円
（２万4,600円）

低所得者
（住民税非課税） 据え置き

改正後

70歳以上の高齢者
現行

※１％は、一定の限度額を超えた医療費の１％
※一定以上所得者とは、例えば単独世帯の場合、年収450万円以上（年金
および給与収入）、夫婦二人世帯の場合年収637万円以上（年金および
給与収入）
※低所得者�とは世帯主および世帯員全員が非課税の人
※低所得者�とは、例えば非課税世帯で年収65万円以下の人
（ ）内の数字は過去１年間に４回以上の高額療養費の支給（外来を除
く）があった場合、４回目からの金額

（図１）70歳以上の高齢者の医療費が高額になった場合の払戻額
計算例

所得の区分が「一般」の世帯である夫と妻の場合

同じ月内に自己負担額が
夫はＡ病院（外来）で１万円、Ｂ病院（外来）で１万円を支払い
妻はＣ病院（入院）で自己負担額が８万円となった場合

世帯の自己負担限度額を適用

＝１万2,000円が後から支給されます

世帯での負担
（夫１万2,000円＋妻４万200円）

世帯の限度額
４万200円

外来
（個人） 入院

3,200円
（大病院
5,300円）

３万7,200円

外来（個人）
入院・外来の世帯合算

一般 ４万200円 ７万2,300円＋１％
（４万200円）一定以上所得者

１万2,000円 ４万200円一般
�
�
8,000円

２万4,600円低所得者（住
民税非課税） １万5,000円

２万4,600円

１万5,000円

低
所
得
者

住民税非課税
老齢年金
受給者

改正後

外来の限度額まで負担した１
万2,000円は合算して世帯の限
度額を適用します

Ａ病院（外来）
１万円

夫 妻

Ｂ病院（外来）
１万円

外来の
自己負担合計
２万円

外来の
限度額

１万2,000円

＝8,000円が
後から支給されます 本来自己負担するべき８万円

との差額３万9,800円は、その
場で老人保健から給付された
ことになります

Ｃ病院（入院）８万円

医療機関の窓口で支払うのは
入院の自己負担限度額

４万200円


